
文部科学省

施策
令和元年度

予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

73の内数 75の内数

－
(国立青少年教
育振興機構の

予算で実施)

－
(国立青少年教
育振興機構の

予算で実施)

107 81

社会的課題に対応するための学校給食の活用
  学校給食には、適切な栄養の摂取による健康の
保持増進等に加え、食品ロスの削減、都道府県内
の地場産物や国産食材の活用、郷土料理等の伝
統的な食文化の継承等の社会的な課題・要請へ
の対応が求められており、これらの課題解決に資
するためのモデル事業を実施する。

32 57の内数

つながる食育推進事業
　栄養教諭を中核として家庭を巻き込んだ取組を
推進し、子供の日常生活の基盤である家庭におけ
る食に関する理解を深めることにより、子供の食に
関する自己管理能力の育成を目指す。
　また、家庭、大学、地域、生産者等と連携した食
育を教科等横断的な視点をもって推進し、栄養教
諭を中核とした全校体制による指導・評価方法の
開発を行うとともに、栄養教諭間の連携強化、研修
を行うことにより、栄養教諭の実践的な指導力の
向上を目指す。

51 57の内数

学校給食の現代的課題に関する調査研究
　学校給食調理場における衛生管理への対応な
ど、学校給食を取り巻く行政上の課題に対応する
ための調査研究を行う。

24 25

160,816の内数 116,479の内数

３．地域における食育の
推進 － －

４．食育推進運動の展
開 － －

５．生産者と消費者との
交流の促進、環境と調
和のとれた農林漁業の
活性化等

－ －

施策の内容

１．家庭における食育の
推進

家庭教育支援基盤構築事業
　子供の生活習慣・食育を含む学習機会の効果的な提
供など、地域における家庭教育支援の基盤構築に向け
た取組を支援する。

「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業・推進校事業
　国立青少年教育振興機構と連携・協力し、「早寝早起
き朝ごはん」国民運動を促進するための地域のフォー
ラム事業、中学生の基本的な生活習慣の維持・向上、
定着を図るための推進校事業を実施する。

２．学校、保育所等にお
ける食育の推進

学校給食・食育総合推進事業

学校施設環境改善交付金（学校給食施設整備）
　学校給食の普及充実及び安全な学校給食の実施を
図るため、衛生管理の充実強化等に必要な学校給食
施設の整備に対する補助を行う。

－

－

－
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施策
令和元年度

予算額
（百万円）

令和２年度
予算額（案）
（百万円）

施策の内容

1,284の内数 1,293の内数

245の内数 250の内数

７．食品の安全性、栄養
その他の食生活に関す
る調査、研究、情報の提
供及び国際交流の推進

－ -－

６．食文化の継承のた
めの活動への支援等

国民文化祭
　観光，まちづくり，国際交流，福祉，教育，産業その他
の各関連分野における施策と有機的に連携しつつ，地
域の文化資源等の特色を生かした文化の祭典を実施
し，各種の文化活動を全国規模で発表，共演，交流す
る場を提供するとともに，文化により生み出される様々
な価値を文化の継承，発展及び創造に活用し，一層の
文化の振興に寄与する。

伝統文化親子教室事業
　次代を担う子供たちに対して、伝統文化等に関する
活動を、計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供
することにより、伝統文化を将来にわたって確実に継承
し、発展させるとともに、子供たちの豊かな人間性を涵
養する。
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ూବ 課題

事業໪要
৾校ஔ食を通して、食品嵕スのచ減、地産地଎の推進、஫ଁ的な食ધ化のಲഅといった課題の解決に資することを৯的とした事業を実施する。
また、౭養ઇྺを中核として家൦をඕき込峽峊取組を推進し、৕୹の঩ଞ生活の基ೕである家൦における食に関する理解を஥めることにより、৕୹の食

に関する自ഞଵ理能力の育成を৯指す。

৯ఏとする
成果

MENU 2؟つな岶る୫育推進事業

(内ઍ)
○ 望ましい食生活への理解促進を৯的とした஡৕による体験活動等の
実施など、৾校を核として家൦をඕき込峽峊取組を行う。

○ ৾校において、家൦、大৾、地域、生産者等と連携した食育をઇఐ
等૯૵的なଳਡをもって推進し、౭養ઇྺを中核とした全校体制による
指導・௬੼方法を開発し実践する。

○ 新規఼用やભ用ఌえの౭養ઇྺを支援するため、౭養ઇྺ間の連
携を強化する。また、৾校における食育において中核的な૽સを担って
いる౭養ઇྺ及びその実践事例を校内及び地域における研修で活用
する。

（৯的）
食品の生産・加工・流通等の関બ者と連携しつつ、৾校ஔ食でઞ用するٴ

食品の調୸方法や、大୤調理を৐઀とした調理方法及び調理技術を新
たに開発するなど、৾校ஔ食の業ਜ手ದや実施方法等のல組みをગ構
築する。

MENU 1؟঺会的課題に対応するための
৾ૅஔ୫の活用事業

৾ૅஔ୫のਠ৻的課題に関す
る৹ਪ研஢

25௲万円（24௲万円）

（৯的）
校ஔ食の質の維持・向上৾ٴ

ための調査研究等を行う。

૚地域においてથ効な手法をન立し、
ಲਢして実施

食に関するਫしいੴ௙や望ましい
食習ຯをମに付けたుญ生െの増加

社会૾யの૗化にൣい、৕୹た峋の食のೊれや௏೨への୶஭がৄられている。
国において峙、৾校等における食育の推進のため、৾校、家൦、関બ団体等が
連携・協働した取組とそのఢੴ、地場産物や国産食材の活用及び೑が国の஫
ଁ的な食ધ化についての理解を஥める取組を推進すること等が੷められている。

生産者や৾校との連携を強化し、৾校ஔ食における地域の農林水産物の਍
定的な生産・୹ஔ体制の構築等が必要である。また、৾校における食育への取
組峊けで峙限ੀがあることから、家൦をඕき込峽峊取組等が੷められる。

৾ૅஔ୫・୫育総合推進事業 令和2年度੒઴額（੧） 81௲万円
（৐年度੒઴額 107௲万円)

（内ઍ）
○ ৾校ஔ食のୋ生ଵ理等に関する調

査研究
૚都道府県ઇ育੻৩会の৾校ஔ

食のୋ生ଵ理に関する指導者に対し
て研修を実施するとともに、ਊჾ指導
者を৾校ஔ食施設に派遣してୋ生
ଵ理の改ఒ指導を実施する。
また、ୋ生ଵ理に関する৾௙経験

者による調査研究協力者会議を開
催し、ୋ生ଵ理の改ఒに向けた方策
についてਫ਼ୈを行う。

○ ৾校ஔ食౭養報ઔの調査
৾校ஔ食における౭養内ઍ等の実

ଙをཔ඼し、食育推進基ম計画の৯
ఏகにൕ岼られている৾校ஔ食におけ
る地場産物ઞ用સ合や国産食材の
ઞ用સ合に関する調査を実施する。

（内ઍ）
○ 地産地଎の推進

৾校ஔ食において地場産物が一ಽ活用岿れるよう、食品の生産・加
工・流通等における新たな手法等を開発する。

○ 食品嵕スのచ減
৾校ஔ食を活用して、食品の生産・加工・流通等の૚段階で発生す

る食品嵕スのచ減に๾൴することができる体制の構築を৯指す。
○ ஫ଁ的食ધ化のಲഅ

৾校ஔ食において஫ଁ的食ધ化にஉ峀した൴立の઀୹を促進するた
め、ஔ食調理৩の技能向上を図りつつ、ஔ食調理場における調理方
法・技術を開発する。

効果的な取組の成果や౭養ઇྺの配઼効果等について実証データを用いてীෲ・ਫ਼証する。
஍ટਫ਼઒

（৯的）
家൦をඕき込峽峊取組を行うことで、ుญ生െの食に関する自ഞଵ理能ٴ

力を育成する。
。౭養ઇྺの実践的な指導力の向上を৯指すٴ

૚地域の事業の成果を基にથ効な取
組や手法を全国へ普及

੻౏事業 57௲万円（83௲万円）
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公立学校施設の整備

趣 旨

現状と課題

◆制度改正の内容

◆公立学校施設の安全対策・防災機能の強化等の推進

背
景

◆建築単価
○対前年度比 ＋９.0％（資材費、労務費等の上昇分、空調設備分）

小中学校校舎（鉄筋コンクリート造）の場合
令和元年度 193,600円/㎡ ⇒ 令和２年度 211,000円/㎡

※配分時には整備内容に応じて単価を設定

○長寿命化改良事業の制度拡充
• 計画的・戦略的に施設の長寿命化を図るため、予防的な改修工事を補助対象化
○特別支援学校の用に供する既存施設の改修事業の拡充

• 廃校や余裕教室等の既存施設の有効活用を図り、特別支援学校の教室不足解消を
促進するため、事業の算定割合を引上げ（1/3→1/2）

○屋外教育環境の整備に関する事業の補助時限の延長
• グラウンドの暗渠排水等の整備に限り5年間延長

○計画的・効率的な長寿命化の推進
• 将来の財政負担の縮減と老朽化による事故等の危険リスクを低減する計画的・効率的
な施設整備の推進

• 空調設置、給食施設の整備や教育環境の改善等
○小中学校等の教室不足への対応等

• 新築や増築による教室不足の解消、バリアフリー対策等
○防災・減災、国土強靱化のための緊急対策

• 非構造部材を含む耐震対策、トイレ改修等

学校施設は我が国の将来を担う児童生徒の学習・生活の場であり、より良い教育活動を行うためには、その安全性・機能性
の確保は不可欠である。
このため、子供たちの安全と健康を守り、計画的・効率的な長寿命化を図る整備を中心とした教育環境の改善等を推進する。
また、近年多発している大規模災害の教訓を踏まえ、防災・減災に万全を期すため、耐震化や非構造部材の耐震対策などを
推進し、学校施設の強靱化を図る。
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公立小中学校の経年別保有面積＜全国＞

経年25年以上で未改修
経年25年以上で改修済
経年25年未満

（万㎡）

建築後25年以上を
経過した建物が急増

平成30年5月1日現在

子供たちの安全と健康を守るため、
計画的・効率的な長寿命化が急務

築20年～
・外部（屋上、外壁）の劣化
・トイレや一部設備の劣化

築40年～
建物全体の劣化

令和2年度予算額（案） 695 億円
（前年度予算額 667 億円）

令和元年度補正予算額（案） 606 億円
令和２年度臨時・特別の措置 470 億円

予防的な改修長寿命化改修 適切な維持管理・
修繕の実施

築80年
以上の使用
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